
警察署長が交付する駐車許可証については、場所が特定されてる
ものについては許可された場所のみ、場所が特定されていないもの
であっても、公安委員会による駐車禁止の規制が行われている道路
の部分以外の
○ 法定の駐停車禁止場所
○ 法定の駐車禁止場所
○ 公安委員会による駐停車禁止規制場所

では使用できません。

駐車許可証をお持ちの方は、適正に利用していただきますよう、よ
ろしくお願いします。

駐車許可証の適正な使用について

① 軌道敷内
② 踏切、及びその前後の側
端からそれぞれ１０ｍ以内

③ 安全地帯の左側部分、及びそ
の前後の側端から前後１０m以内

④ バス停の標示柱の位置から１０ｍ以内
の部分（運行時間中に限る）

⑤ 道路の曲がり角から５ｍ以内の部分 ⑥ 勾配の急な坂道 ⑦ 坂の頂上付近

⑧ 交差点、及びその側端から５ｍ以内 ⑨ トンネル内
⑩ 横断歩道又は自転車横断帯、
及びそれらの前後５ｍ以内
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許可証が使用できない場所等

① 道路工事区域の側端から
５ｍ以内の部分

② 車庫、修理工場などの自動車
出入口から３ｍ以内の部分

③ 消火栓、指定消防水利の標識の位置、
消防用防火水槽の吸水口、吸管投入孔
から５ｍの部分

④ 無余地の場所
（所定の方法によって駐車した場合
に、車両の右側の道路上に3.5m
以上の余地がなくなる場所）

⑤ 消防用機械器具の置場、消防用防
火水槽の側端またはその出入口から
５m以内の部分

⑥ 火災報知機から１ｍ以内の部分
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○ 警察官又は交通巡視員の指示があった場合は、これに従ってください。
○ 自転車専用通行帯、路線バス等専用通行帯、路線バス等優先通行帯、放置駐車取締り（最）路線・地域に
は駐車できません。（個別に場所を指定して、駐車の許可証を受けた場合を除く。）
○ 駐車許可証を使用して駐車する際は、当該車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所(前面ガラスがな
い構造の車両の場合は、外部から見やすい箇所)に掲出してください。
○ 駐車場所一覧表が添付されている許可は、駐車場所一覧表を許可証とともに掲出してください。
○ 訪問診療等または貨物集配等の事業のためこの許可証を使用する場合は、「当該事業に従事する者で
あることが分かるもの」と「訪問先や用務先（又はその範囲）が分かるもの」を携行してください。
〇 駐車許可証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに申請した警察署に届け出てください。
〇 許可証を受けた理由がなくなったとき又は許可証の有効期間が経過したときは 、速やかに当該許可証を
廃棄してください。

その他の留意事項

駐車禁止の交通規制がなされている区間であっても、その区間内にある法定の駐
停車禁止場所・駐車禁止場所等においては、駐車許可証は使用できません。
交通量の多い道路など、駐車することにより危険な状況となる場合には、駐車をご
遠慮ください。

○ 左側端に沿わない駐車（歩道上駐車、右側駐車等）
○ 路側帯設置場所における法定方法に従わない駐車（左側に０．７５ｍの余地がないなど）

駐車の方法によらない駐車

○ 車庫代わり駐車
○ 長時間駐車（１２時間以上、夜間にあっては８時間以上）

自動車の保管場所の確保等に関する法律に抵触する駐車

※ 更新は、有効期限の一か月前から、駐車する場所を管轄する警察署の交通（第一）課（地域交通課）で受け付けています。

（詳しくは、許可証に添付の許可条件、注意事項をご覧ください）


